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序

　

上
尾
市
の
西
部
に
位
置
す
る
平
方
上
宿
地
区
に
「
ど
ろ
い
ん
き
ょ
」
と
呼
ば
れ
る
古
く
か
ら
伝
わ
る
祭
り
が
あ
り
ま

す
。
ど
ろ
い
ん
き
ょ
と
は
、
毎
年
七
月
の
下
旬
、
こ
の
地
に
鎮
座
す
る
八
枝
神
社
の
夏
祭
り
・
祇
園
祭
で
行
わ
れ
る
行

事
で
「
隠
居
神
輿
」
と
呼
ば
れ
る
白
木
の
神
輿
を
、
あ
ら
か
じ
め
水
を
張
っ
た
民
家
の
庭
な
ど
で
地
面
に
転
が
し
、
泥

だ
ら
け
に
す
る
も
の
で
す
。
悪
疫
退
散
を
願
い
、
担
ぎ
手
も
神
輿
も
泥
だ
ら
け
に
な
る
こ
と
で
有
名
な
こ
の
伝
統
行
事

は
、
他
に
類
例
の
な
い
も
の
と
し
て
、
平
成
二
三
年
に
は
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
四
八
年
、
上
宿
地
区
の
若
い
衆
を
中
心
に
地
域
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
本
格
的
に
復
活
し
た
「
ど
ろ
い
ん

き
ょ
」
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
伝
承
者
の
高
齢
化
や
参
加
者
の
減
少
な
ど
、
祭
り
を

取
り
巻
く
環
境
は
決
し
て
良
好
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

今
回
、
本
委
員
会
で
は
、
文
化
庁
の
補
助
金
を
受
け
て
、
映
像
記
録
作
成
事
業
を
実
施
し
ま
し
た
。
本
書
は
そ
の
解

説
書
で
す
。
こ
の
事
業
で
制
作
し
た
映
像
記
録
と
共
に
、本
書
を
御
活
用
い
た
だ
き
、無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
の
「
平

方
祇
園
祭
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
行
事
」
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
次
世
代
へ
継
承
し
て
い
く
一
助
と
な
る
と
と
も
に
、
地

域
の
文
化
遺
産
へ
の
関
心
を
高
め
、
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
事
業
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
平
方
上
宿
地
区
の
皆
様
や
関
係
各
位
に
厚
く

感
謝
を
申
し
上
げ
、
本
書
の
序
と
い
た
し
ま
す
。
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第
一
章　

概
要　

ど
ろ
い
ん
き
ょ
と
そ
の
歴
史

（
１
）
平
方
上
宿
の
立
地
と
環
境

　

上
尾
市
大
字
平
方
は
、
中
山
道
の
上
尾
宿
か
ら
城
下
町
・
川
越
に
向
か
う
、
古
く
か

ら
の
街
道
沿
い
に
立
地
す
る
。
こ
の
街
道
は
大
宮
台
地
上
を
通
過
し
て
、
荒
川
・
入
間

川
を
渡
り
、
川
越
に
向
か
う
が
、
平
方
は
こ
の
荒
川
の
大
宮
台
地
際
に
位
置
す
る
。
現

在
、
荒
川
は
開
平
橋
で
渡
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
船
渡
で
渡
河
し
て
い
た
。
ま
た
、
江

戸
時
代
初
頭
か
ら
、
平
方
河
岸
が
整
備
さ
れ
、
近
郷
か
ら
江
戸
に
年
貢
米
を
含
む
様
々

な
荷
物
が
集
ま
り
賑
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
よ
る
と
、
江

戸
時
代
に
は
「
平
方
宿
」
と
呼
ば
れ
、
現
在
の
埼
葛
地
方
か
ら
上
尾
・
桶
川
を
通
じ
て

川
越
・
多
摩
地
域
に
抜
け
る
重
要
な
運
送
の
中
継
地
点
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

大
字
平
方
は
大
き
く
南
・
下
宿
・
上
宿
・
新
田
の
四
地
区
に
分
か
れ
る
。
こ
の
う
ち

下
宿
・
上
宿
は
、
川
越
に
向
か
う
街
道
沿
い
の
集
落
で
、
街
並
み
を
形
成
し
、
特
に
平

方
河
岸
が
賑
わ
い
を
見
せ
た
大
正
時
代
ま
で
は
、
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
一
方
、
南
・

新
田
は
、
畑
作
主
体
の
農
村
で
あ
っ
た
。

　

平
方
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
行
わ
れ
る
平
方
上
宿
は
、
こ
の
街
道
の
荒
川
に
接
す
る
地

平方河岸空中写真（近現代） 平方河岸跡

2



平方四地区の位置

上宿

南

下宿

新田　

3

平方上宿の祇園祭　どろいんきょ



域
で
あ
り
、
平
方
河
岸
に
関
係
す
る
家
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

（
２
）
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
歴
史
的
背
景

　

ど
ろ
い
ん
き
ょ
は
、
上
尾
市
大
字
平
方
の
上
宿
地
区
に
鎮
座
す
る
八
枝
神
社
の
祇
園

祭
の
中
で
行
わ
れ
る
行
事
で
あ
る
。
八
枝
神
社
は
、
江
戸
時
代
に
は
牛
頭
天
王
社
と
呼

ば
れ
て
い
た
が
、
明
治
初
年
に
改
称
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
明
治
初
年
に
著
さ
れ
た

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
で
は
、
八
枝
神
社
の
祭
日
を
七
月
一
四
日
と
し
て
い
る
。

　

明
治
時
代
、
八
枝
神
社
の
祇
園
祭
は
、
現
在
の
大
字
平
方
の
範
囲
に
あ
た
る
、
南
・

下
宿
・
上
宿
・
新
田
の
四
地
区
合
同
で
行
わ
れ
て
き
た
。
神
輿
が
こ
の
四
地
区
を
巡
回

し
、
そ
の
中
で
ど
ろ
い
ん
き
ょ
が
行
わ
れ
て
き
た
。「
八
枝
神
社
日
記
」
の
明
治
四
二

年
六
月
二
四
日
の
項
に
は
、「
隠
居
輿
」
の
修
繕
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
に

は
既
に
ど
ろ
い
ん
き
ょ
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

祇
園
祭
で
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
含
む
神
輿
渡
御
を
行
う
に
は
、
四
地
区
の
合
意
が
必

要
で
あ
っ
た
。
合
意
が
得
ら
れ
た
年
の
み
神
輿
の
渡
御
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
大
正

一
二
年
に
ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
含
む
神
輿
渡
御
を
実
施
し
た
が
、
以
降
、
こ
れ
を
最
後
に

四
地
区
合
同
で
の
神
輿
渡
御
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
祇
園
祭
は
四
地
区
そ

八枝神社

4



れ
ぞ
れ
で
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
も
各
地
区
で
小
規
模
に
行
わ
れ
る
程

度
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
上
宿
地
区
で
は
、
昭
和
四
八
年
に
祇
園
祭
の
中
で
ど
ろ
い
ん
き
ょ
を

本
格
的
に
復
活
し
た
。
ど
ろ
い
ん
き
ょ
は
、
昭
和
五
七
年
に
は
上
尾
市
指
定
無
形
民
俗

文
化
財
、
平
成
二
三
年
に
は
「
平
方
祇
園
祭
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
行
事
」
と
し
て
埼
玉
県

指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

第
二
章　

組
織　

ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
支
え
る
人
々

（
１
）
祭
り
の
組
織

　

（
上
宿
の
組
織
）

　

上
宿
の
役
員
に
は
、
区
の
代
表
者
で
あ
る
区
長
、
区
長
を
補
佐
す
る
区
長
代
理
、
財

務
を
担
当
す
る
会
計
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
役
員
は
「
区
三
役
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
ム
ラ
組
織
で
あ
る
上
宿
の
内
部
に
は
、
さ
ら
に
近
隣
組
織
の
「
班
」
が
存
在
し
、

一
班
か
ら
十
班
ま
で
あ
る
が
、
現
在
九
班
は
欠
番
と
な
っ
て
い
る
。
以
前
は
「
ク
ミ
ア

会議の様子

5
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イ
」
と
い
い
、
主
と
し
て
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
時
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

（
祭
り
の
組
織
）

　

現
在
の
祭
り
は
、
上
宿
全
体
の
祭
り
な
の
で
、
区
の
役
員
や
各
種
団
体
の
役
員
な
ど

が
中
心
と
な
っ
て
実
行
委
員
会
を
組
織
し
て
主
催
し
て
い
る
。
実
行
委
員
長
は
区
長
が

就
任
す
る
の
が
通
例
で
、
委
員
は
、
区
長
代
理
や
会
計
、
保
存
会
会
長
、
神
社
責
任
役

員
、
氏
子
総
代
、
班
長
、
若
衆
頭
、
当
番
、
囃
子
連
、
愛
育
班
、
子
ど
も
の
会
な
ど
で

構
成
さ
れ
る
。

（
２
）
若
衆
頭
と
当
番
の
役
割

　

（
若
衆
頭
）

　

実
際
の
祭
り
を
中
心
に
な
っ
て
運
営
す
る
の
が
若
衆
頭
で
あ
る
。若
衆
頭
は
四
人
で
、

任
期
は
二
年
で
あ
る
。
任
期
二
年
目
の
年
に
次
期
の
若
衆
頭
を
決
め
て
、
三
月
の
フ
セ

ギ
で
新
し
い
若
衆
頭
が
紹
介
さ
れ
る
。
新
し
く
紹
介
さ
れ
た
若
衆
頭
は
、
一
年
間
先
輩

の
若
衆
頭
と
共
に
仕
事
を
し
、
翌
年
か
ら
若
衆
頭
と
し
て
二
年
間
の
任
期
に
入
る
。
こ

の
た
め
、
見
習
い
期
間
を
含
め
る
と
三
年
間
、
祭
り
の
運
営
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

若
衆
頭
の
主
な
職
務
は
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
が
行
わ
れ
る
祇
園
祭
の
実
施
で
あ
り
、
そ

若衆頭の活動：神酒所回り 若衆頭の活動：会議の司会進行
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の
準
備
の
た
め
に
三
月
か
ら
様
々
な
仕
事
を
行
う
。
内
容
は
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
当
日
ま

で
の
各
種
関
連
行
事
・
会
合
の
司
会
進
行
や
、神
酒
所
と
な
る
家
へ
の
挨
拶
回
り
な
ど
、

多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
若
衆
頭
の
仕
事
に
は
、
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
三
月
：
フ
セ
ギ
行
事
出
席
、
当
番
と
の
打
合
せ

　
　
四
月
：
上
宿
区
総
会
出
席
、
区
三
役
・
宮
司
と
の
打
合
せ
、
班
長
会
議
出
席

　
　
五
月
：�

祭
り
願
い
出
席
、
実
行
委
員
会
出
席
、
チ
ラ
シ
デ
ザ
イ
ン
打
合
せ
、
提
灯

と
幟
旗
の
準
備
、
提
灯
の
電
線
仕
分
け
・
配
線
の
確
認
、
神
酒
所
回
り

　
　
六
月
：�

各
種
団
体
と
の
打
合
せ
、
神
酒
所
回
り
、
囃
子
連
打
合
せ
、
チ
ラ
シ
配
り
、

告
知
回
覧
の
作
成
、
班
長
会
議
出
席
、
子
ど
も
の
会
打
合
せ
、
寄
付
金
願

依
頼
の
配
布
、
ポ
ス
タ
ー
貼
り

　
　
七
月
：�
本
部
設
営
、
お
仮
屋
出
席
、
四
町
内
祭
り
挨
拶
回
り
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
説

明
会
、
流
し
踊
り
リ
ハ
ー
サ
ル
、
前
夜
祭
出
席
、
案
内
板
の
設
置
、
本
部

の
準
備
、
各
班
用
の
用
具
の
準
備
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
祭
り
当
日
、
後
片
付

け

　
　
八
月
：
反
省
会

若衆頭の活動：市内イベントでの案内若衆頭の活動：祭り当日
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以
上
の
よ
う
に
、
若
衆
頭
は
、
祭
り
が
始
ま
る
四
か
月
も
前
か
ら
、
ほ
ぼ
毎
週
土
・

日
曜
日
を
利
用
し
て
準
備
を
行
い
、
関
連
行
事
や
各
種
会
合
に
出
席
し
、
祭
り
に
向
け

て
活
動
し
て
い
る
。

　

（
当
番
）

　

当
番
は
、
上
宿
の
年
間
行
事
の
準
備
や
世
話
を
す
る
役
員
で
、
祭
り
に
お
い
て
は
神

事
に
関
わ
る
準
備
や
世
話
を
す
る
。当
番
は
二
人
一
組
で
四
人
で
あ
る
。任
期
は
二
年
で
、

一
年
目
が
新
当
番
、
二
年
目
が
旧
当
番
と
い
う
。
新
当
番
が
主
な
当
番
で
あ
り
、
二
年

目
の
旧
当
番
は
新
当
番
の
指
導
役
的
立
場
に
あ
る
。
若
衆
頭
同
様
に
、
三
月
の
フ
セ
ギ

で
新
し
い
当
番
と
交
代
さ
れ
る
。
な
お
、
フ
セ
ギ
な
ど
の
年
間
行
事
に
お
い
て
は
、
当

番
が
取
り
仕
切
る
。
当
番
に
は
若
衆
頭
よ
り
も
若
年
者
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
当
番
を
務
め
上
げ
な
い
と
区
長
や
若
衆
頭
に
は
な
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

当
番
の
主
な
仕
事
で
神
事
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
三
月
の
フ
セ
ギ
や
祭
り
当
日

の
各
戸
へ
の
お
祓
い
や
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
す
る
際
の
先
導
役
で
あ
る
幣
束
持
ち
な
ど

が
あ
る
。
ま
た
、
当
番
は
、
神
事
に
関
わ
る
職
務
の
ほ
か
、
祭
り
に
向
け
て
若
衆
頭
と

共
に
各
種
準
備
を
行
い
、
実
行
委
員
会
や
祭
り
願
い
な
ど
の
会
合
に
出
席
す
る
。

当番の活動
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第
三
章　

準
備　

ど
ろ
い
ん
き
ょ
に
至
る
ま
で

（
１
）
フ
セ
ギ

　

フ
セ
ギ
と
は
、
悪
疫
退
散
を
願
う
行
事
の
一
つ
で
、
春
祈
祷
と
も
呼
ば
れ
る
。
平
方

で
は
、
八
枝
神
社
か
ら
「
お
獅
子
様
」
と
呼
ば
れ
る
獅
子
頭
の
入
っ
た
神
輿
を
借
り
て

行
う
。
南
・
下
宿
・
上
宿
・
新
田
の
四
地
区
の
家
々
を
回
る
行
事
で
あ
っ
た
が
、
現
在

で
は
四
地
区
別
々
に
行
わ
れ
、神
輿
が
全
戸
を
回
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
上
宿
で
は
、

お
獅
子
様
を
上
宿
公
民
館
に
納
め
、
参
拝
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

　

前
年
度
の
新
当
番
で
あ
る
旧
当
番
は
、
八
枝
神
社
宮
司
か
ら
町
内
に
配
る
「
お
札
」

と
「
お
祓
い
」
を
受
け
取
り
、
氏
子
の
各
戸
を
お
祓
い
を
し
て
回
る
。
一
人
が
「
お
祓

い
（
大
幣
）」
を
、
も
う
一
人
が
お
札
箱
を
持
つ
。
各
家
で
は
、
オ
ヒ
ネ
リ
を
用
意
し

て
お
き
、
当
番
に
渡
す
。
お
札
を
渡
し
、
玄
関
に
出
て
き
た
者
の
頭
の
上
で
お
祓
い
を

し
て
、
次
の
家
へ
向
か
う
。

　

お
祓
い
の
巡
回
か
ら
戻
っ
た
当
番
を
迎
え
、
役
員
の
挨
拶
と
当
番
の
交
代
、
若
衆

頭
の
挨
拶
な
ど
が
執
り
行
わ
れ
、そ
の
後
直な

お

会ら
い

と
な
る
。
フ
セ
ギ
行
事
の
司
会
進
行
は
、

当
番
の
仕
事
で
あ
る
。
ま
た
、囃
子
連
に
よ
る
囃
子
の
演
奏
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

上宿公民館に納められたお獅子様当番によるお祓い
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直
会
後
、
前
年
度
の
旧
当
番
が
お
獅
子
様
を
担
ぎ
、
お
祓
い
を
振
る
新
年
度
の
旧
当

番
を
先
頭
に
八
枝
神
社
に
向
か
う
。
お
獅
子
様
を
神
社
に
納
め
、
手
締
め
を
し
て
終
了

と
な
る
。

（
２
）
祭
り
願
い

　

祭
り
願
い
の
本
来
的
意
味
は
、
八
枝
神
社
宮
司
と
神
社
役
員
、
平
方
四
地
区
の
総
代

や
当
番
、
若
衆
頭
な
ど
が
出
席
し
て
、
神
社
に
夏
祭
り
の
実
施
を
願
い
出
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
四
地
区
の
祭
り
の
日
程
が
決
定
す
る
。
現
在
で
は
、
ほ
ぼ
決
定
さ
れ
て
い

る
日
程
や
新
役
員
に
つ
い
て
確
認
す
る
場
と
な
っ
て
お
り
、
議
題
の
終
了
後
は
直
会
と

な
る
。

　

現
在
で
は
上
宿
、
南
、
下
宿
、
新
田
の
平
方
四
地
区
の
他
に
も
、
平
方
地
区
の
神
社

総
代
が
出
席
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
祭
り
の
日
程
も
確
認
し
て
い
る
。

　

な
お
、
平
成
二
六
年
度
の
夏
祭
り
に
つ
い
て
は
、
南
・
下
宿
・
新
田
は
七
月
一
三
日

の
日
曜
日
、
上
宿
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
祭
り
は
七
月
二
〇
日
の
日
曜
日
に
決
定
さ
れ
た
。

近
年
、
上
宿
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
は
七
月
の
海
の
日
の
前
日
の
日
曜
日
に
、
南
・
下
宿
・

新
田
の
夏
祭
り
は
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
一
週
間
前
の
日
曜
日
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

神社に戻るお獅子様祭り願い
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（
３
）
実
行
委
員
会

　

現
在
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
は
上
宿
地
区
全
体
の
祭
り
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
区
役
員
や

各
種
団
体
な
ど
が
実
行
委
員
会
を
組
織
し
て
主
催
し
て
い
る
。
実
行
委
員
会
の
構
成
員

は
、
区
長
な
ど
の
区
三
役
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
保
存
会
会
長
、
八
枝
神
社
宮
司
、
当
番
、

若
衆
頭
、
子
ど
も
の
会
、
愛
育
班
、
囃
子
連
や
上
宿
の
相
談
役
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、

実
行
委
員
長
に
は
区
長
が
就
任
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

五
月
の
中
頃
に
開
か
れ
る
実
行
委
員
会
で
は
、
司
会
進
行
を
若
衆
頭
が
行
い
、
実
行

委
員
会
役
員
の
選
出
、
若
衆
頭
・
当
番
の
挨
拶
や
祭
り
の
予
算
や
日
程
等
に
つ
い
て
話

合
い
が
行
わ
れ
る
。

（
４
）
各
種
団
体
と
の
打
合
せ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動

　

始
め
に
、
祭
り
ま
で
の
予
定
に
つ
い
て
、
各
種
団
体
の
代
表
者
と
若
衆
頭
が
打
合
せ

を
し
、
そ
の
後
に
、
各
種
団
体
そ
れ
ぞ
れ
に
会
議
を
開
い
て
い
る
。
代
表
的
な
団
体
に

は
、
囃
子
連
（
市
指
定
文
化
財
名
称
：
武
州
平
方
箕
輪
囃
子
連
）
や
子
ど
も
の
会
、
愛

育
班
な
ど
が
あ
る
。

実行委員会
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（
囃
子
連
）

　

囃
子
の
練
習
日
確
認
や
お
仮
屋
・
飾
り
付
け
の
日
程
確
認
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
る
。

ま
た
、
平
成
二
六
年
度
に
は
タ
カ
ウ
マ
の
屋
根
修
理
も
併
せ
て
行
わ
れ
た
。
タ
カ
ウ
マ

と
は
、
木
枠
の
一
方
の
側
に
大
太
鼓
、
も
う
一
方
に
小
太
鼓
を
付
け
た
も
の
で
、
脚
部

の
車
で
移
動
し
な
が
ら
お
囃
子
の
演
奏
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

　

（
子
ど
も
の
会
）

　

子
ど
も
囃
子
の
練
習
日
や
練
習
時
間
、
子
ど
も
神
輿
の
巡
行
路
や
囃
子
屋
台
に
子
ど

も
を
乗
せ
る
体
制
に
つ
い
て
な
ど
を
話
し
合
う
。
ま
た
、
ど
ろ
ん
い
き
ょ
に
参
加
で
き

る
学
年
の
確
認
や
、
祭
り
当
日
の
集
合
時
間
や
場
所
、
神
輿
に
付
き
添
う
役
な
ど
に
つ

い
て
も
相
談
さ
れ
る
。

　

（
愛
育
班
）

　

愛
育
班
が
中
心
と
な
り
開
か
れ
る
女
性
の
集
会
で
は
、
流
し
踊
り
の
練
習
が
行
わ
れ

る
。
流
し
踊
り
と
は
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
途
中
に
、
踊
り
手
が
大
通
り
を
八
枝
神
社
の

前
か
ら
橘
神
社
の
前
ま
で
一
列
に
な
っ
て
踊
り
進
む
も
の
で
あ
る
。

　

打
合
せ
で
は
、
祭
り
に
向
け
て
の
準
備
の
日
程
確
認
、
流
し
踊
り
リ
ー
ダ
ー
選
出
と

選
曲
、
宣
伝
カ
ー
担
当
者
選
出
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
る
。
ま
た
、
踊
り
の
先
生
紹
介
の

若衆頭との打合せ囃子連（前夜祭）
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後
、
選
曲
を
発
表
し
、
流
し
踊
り
練
習
日
の
確
認
・
連
絡
を
し
て
、
実
際
に
流
し
踊
り

の
練
習
も
行
わ
れ
る
。

　

流
し
踊
り
の
練
習
は
、
宣
伝
カ
ー
に
よ
る
告
知
を
し
て
事
前
の
周
知
を
図
る
。
上
宿

公
民
館
で
の
練
習
や
、大
通
り
を
本
番
と
同
じ
よ
う
に
踊
る
リ
ハ
ー
サ
ル
も
行
っ
て
い
る
。

子どもの会（会議）流し踊りリハーサル
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（
５
）
班
長
会
議

　

各
班
か
ら
の
寄
付
金
の
受
付
を
し
、
会
計
報
告
を
行
う
。
ま
た
、
祭
り
当
日
の
配
布

物
の
確
認
や
、
飾
り
神
輿
の
担
ぎ
手
募
集
な
ど
の
話
し
合
い
を
行
う
。
第
二
章
で
述
べ

た
と
お
り
、
上
宿
の
近
隣
組
織
は
班
か
ら
成
り
立
つ
。
こ
の
先
の
本
部
設
営
や
神
酒
所

の
準
備
な
ど
、
班
単
位
で
仕
事
を
す
る
こ
と
が
多
く
、
班
は
祭
り
の
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

（
６
）
お
仮
屋

　

七
月
七
日
は
お
仮
屋
の
日
で
あ
る
。
本
来
は
「
仮
屋
」
を
作
り
、
祭
神
を
神
輿
に
移

し
て
、
お
仮
屋
に
遷
座
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
に
神
輿
の
準
備
や
幟
竿
立
て
な

ど
を
行
っ
て
い
た
が
、
現
在
、
祭
り
の
準
備
は
、
南
・
下
宿
・
新
田
の
祭
り
の
一
週
間

前
、
上
宿
の
祭
り
の
二
週
間
前
の
日
曜
日
に
行
っ
て
い
る
。

　

現
在
で
は
、
夕
方
か
ら
囃
子
連
が
「
お
仮
屋
」
と
い
っ
て
、
八
枝
神
社
の
神
楽
殿
で

囃
子
の
演
奏
を
行
う
。
飲
食
を
し
つ
つ
、
休
み
な
が
ら
演
奏
し
、
区
や
神
社
の
役
員
、

若
衆
頭
や
当
番
な
ど
が
挨
拶
に
来
る
。
以
前
は
、
こ
の
日
か
ら
夏
祭
り
の
前
夜
ま
で
、

毎
晩
行
っ
た
と
い
い
、
今
で
は
こ
の
日
か
ら
囃
子
連
・
子
ど
も
囃
子
の
囃
子
の
練
習

お仮屋での囃子演奏 班長会議
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が
始
ま
る
。
な
お
、
囃
子
の
曲
目
は
「
ニ
ン
バ
（
ひ
ょ
っ
と
こ
）」「
ヤ
タ
イ
（
屋
台
）」

で
あ
る
。

　

（
軒
提
灯
）

　

か
つ
て
は
、
お
仮
屋
の
日
か
ら
祭
り
の
日
ま
で
、
各
家
で
は
軒
先
に
「
御
祭
礼
」
と

書
か
れ
た
軒
提
灯
を
つ
る
し
て
い
た
。
今
で
も
い
く
つ
か
の
軒
先
で
は
、
軒
提
灯
を
つ

る
し
て
い
る
。

（
７
）
祭
り
の
準
備

　

本
来
、
七
月
七
日
の
お
仮
屋
の
日
に
行
わ
れ
て
い
た
祭
り
の
準
備
は
、
南
・
下
宿
・

新
田
の
祭
り
の
一
週
間
前
、
上
宿
の
祭
り
の
二
週
間
前
に
当
た
る
日
曜
日
に
行
っ
て
い

る
。
準
備
に
は
、
隠
居
神
輿
や
大
神
輿
、
子
ど
も
神
輿
の
飾
り
付
け
、
町
内
の
提
灯
飾

り
付
け
、
本
部
設
営
、
荒
川
周
辺
の
草
刈
り
、
囃
子
屋
台
の
組
み
立
て
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
現
在
は
幟
を
立
て
て
い
な
い
た
め
、
幟
竿
立
て
も
行
わ
な
い
。

　

（
本
部
設
営
）

　

祭
り
の
本
部
は
仮
設
の
小
屋
で
、
八
枝
神
社
の
境
内
、
外
か
ら
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
入
っ

て
す
ぐ
の
左
側
に
設
営
す
る
。
か
つ
て
は
、
八
枝
神
社
の
北
側
に
あ
る
地
蔵
堂
前
に
設

子ども囃子の練習本部設営
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営
し
て
い
た
。

　

こ
こ
は
祭
り
の
受
付
や
接
待
に
利
用
さ
れ
る
。
祭
り
当
日
の
早
朝
に
は
、
囃
子
連
に

よ
る
朝
っ
ぱ
や
し
が
本
部
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
。
本
部
の
隣
に
は
、
接
待
小
屋
が
設

営
さ
れ
る
。

　

（
提
灯
の
飾
り
付
け
）

　

上
宿
公
民
館
に
用
意
し
た
提
灯
を
、
上
宿
地
区
内
の
主
な
道
路
沿
い
に
各
班
で
分
担

し
て
飾
り
付
け
る
。
八
枝
神
社
境
内
や
夕
方
に
ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
す
る
神
酒
所
な
ど
に

は
、
照
明
も
取
り
付
け
ら
れ
る
。

　

（
荒
川
周
辺
の
草
刈
り
）

　

本
来
の
行
事
で
は
な
い
が
、
通
例
で
行
わ
れ
て
い
る
行
事
と
し
て
、
五
班
で
行
わ
れ

る
二
回
目
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
最
中
、
隠
居
神
輿
を
担
ぎ
出
し
荒
川
に
入
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
準
備
の
た
め
に
、川
に
入
る
場
所
と
川
か
ら
上
が
っ
て
く
る
場
所
の
草
刈
り
、

放
水
器
を
使
っ
た
河
床
の
清
掃
を
行
う
。
例
年
、
自
警
消
防
団
が
担
当
す
る
。

　

（
囃
子
連
屋
台
準
備
）

　

囃
子
連
は
、
お
囃
子
の
演
奏
は
神
輿
の
渡
御
の
際
に
は
タ
カ
ウ
マ
を
使
用
す
る
が
、

流
し
踊
り
や
山
車
の
引
き
回
し
の
際
に
は
、
屋
台
を
使
用
す
る
。
準
備
の
日
に
は
、
囃

草刈り 提灯飾り付け
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子
連
が
開
平
橋
の
下
の
広
場
を
利
用
し
て
組
み
立
て
る
。
屋
台
は
牛
車
を
改
造
し
た
も

の
で
、
柱
や
屋
根
、
飾
り
を
取
り
付
け
る
。　

（
８
）
神
輿
飾
り
（
神
輿
と
隠
居
神
輿
）

　

現
在
、
上
宿
の
夏
祭
り
で
は
、
神
輿
・
隠
居
神
輿
・
子
ど
も
神
輿
・
大
神
輿
の
四
基

の
神
輿
が
出
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
大
神
輿
は
飾
ら
れ
て
安
置
さ
れ
御
幣
を
納
め
ら
れ

る
が
、
渡
御
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
こ
の
大
神
輿
を
担
ぎ
出

し
て
渡
御
を
行
っ
て
い
た
が
、
大
正
十
二
年
の
夏
祭
り
の
際
に
大
破
し
て
以
来
、
祭
り

の
神
輿
の
中
心
は
大
神
輿
よ
り
も
一
回
り
小
さ
い
も
の
に
移
っ
た
。さ
ら
に
復
活
後
は
、

修
理
さ
れ
る
も
の
の
、
人
手
不
足
に
よ
り
お
山
出
し
と
お
山
納
め
の
時
だ
け
担
ぐ
よ
う

に
な
り
、
現
在
で
は
担
ぎ
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
祭
り
の
最
中
は
祭
器
庫
脇
の
テ
ン

ト
の
下
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

祭
り
準
備
の
日
に
、
祭
器
庫
か
ら
子
ど
も
神
輿
と
大
神
輿
を
出
し
て
、
飾
り
付
け
を

す
る
。
な
お
、
子
ど
も
神
輿
は
、
渡
御
の
途
中
で
抜
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

実
際
に
上
宿
が
渡
御
で
使
用
す
る
神
輿
は
、
例
年
、
中
型
の
神
輿
の
中
で
一
番
大
き

い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
四
町
内
祭
り
か
ら
神
輿
が
帰
っ
て
く
る
の
を
待
ち
、
神
輿
飾

飾り付けられた神輿 囃子屋台準備
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り
と
な
る
。
新
・
旧
の
当
番
が
、
八
枝
神
社
の
神
楽
殿
で
宮
司
や
相
談
役
の
指
導
を
受

け
な
が
ら
神
輿
を
飾
り
付
け
る
。
飾
り
終
わ
る
と
、
神
楽
殿
に
そ
の
ま
ま
納
め
る
。

　

（
隠
居
神
輿
）

　

隠
居
神
輿
の
準
備
も
、
祭
り
準
備
の
日
に
行
う
。
隠
居
神
輿
は
、
御
幣
を
納
め
る
ヤ

カ
タ
、
エ
ボ
シ
の
付
い
た
屋
根
、
担
ぎ
棒
の
ト
ン
ボ
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

隠居神輿

縛る前の隠居神輿

隠居神輿を解体して洗う
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分
か
れ
て
、
八
枝
神
社
の
祭
器
庫
に
保
存
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
出
し
て
、
境
内
で
水
洗
い
を
す
る
。

　

隠
居
神
輿
を
水
洗
い
し
て
か
ら
、
縛
り
始
め
る
。

隠
居
神
輿
の
神
輿
縛
り
は
、
三
つ
の
部
分
が
分
解
し

な
い
よ
う
に
縄
で
縛
り
あ
げ
る
作
業
で
あ
り
、
技
術

を
要
す
る
。
そ
の
た
め
、
数
人
し
か
作
業
を
継
承
す

る
人
間
は
い
な
い
。
近
年
で
は
、
一
〇
代
～
二
〇
代

の
若
年
層
の
参
加
が
あ
り
、
指
導
を
受
け
て
技
術
習

得
に
励
ん
で
い
る
。

　

始
め
に
、
長
さ
約
三
〇
ｍ
（
二
〇
尋
）
の
縄
を
四

本
用
意
し
て
、
屋
根
と
ヤ
カ
タ
、
ト
ン
ボ
を
四
隅
か

ら
縛
り
付
け
る
。
ヤ
カ
タ
と
ト
ン
ボ
は
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
の
角
に
対
し
、
一
本
の
縄
で
縛
る
。
次
に
、
屋
根

と
ト
ン
ボ
の
部
分
を
五
重
に
巻
く
。
こ
の
た
め
、
屋

根
と
そ
の
下
の
担
ぎ
棒
に
は
ち
ょ
う
ど
縄
が
五
本
入

る
溝
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
五
重
に
巻
い
た
縄
の
中
心

中央部を締める

八の字に巻き上げる

巻き上げ詳細図

隠居神輿の周囲を縛る
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付
近
を
締
め
上
げ
、
中
心
部
分
か
ら
上
下
に
「
八
の
字
」
に
巻
い
て
い
く
。
カ
ナ
ヅ
チ

で
叩
い
て
間
を
詰
め
な
が
ら
作
業
を
進
め
、
お
お
よ
そ
上
下
と
も
八
の
字
が
一
三
～

一
五
回
作
れ
る
と
い
う
。
最
後
に
ヤ
カ
タ
の
上
下
を
二
本
の
縄
で
二
重
に
巻
い
て
、
固

定
す
る
。
縛
り
終
わ
っ
た
隠
居
神
輿
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
お
仮
屋
に
納
め
る
が
、
現
在

は
祭
器
庫
に
納
め
、
四
町
内
祭
り
の
日
に
飾
り
付
け
る
神
輿
と
も
に
、
上
宿
の
祭
り
の

一
週
間
前
の
日
曜
日
に
お
仮
屋
に
納
め
る
。

（
９
）
四
町
内
祭
り

　

四
町
内
祭
り
は
、
平
方
四
地
区
の
祭
り
で
、
天
王
様
と
も
呼
ば
れ
る
。
本
来
、
四
地

区
が
合
同
で
行
っ
て
い
た
祭
り
が
、
戦
後
に
別
々
に
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で

は
上
宿
の
祭
り
が
南
・
下
宿
・
新
田
の
祭
り
の
翌
週
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な

お
、
上
宿
も
祭
典
は
こ
の
日
に
行
っ
て
い
る
た
め
、
祭
典
と
神
輿
の
渡
御
が
別
々
の
日

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
現
在
で
は
、
四
町
内
祭
り
神
輿
く
じ
引
き
と
神
輿
飾
り
は
、
上
宿
地
区
の
祭

り
準
備
の
日
と
同
じ
日
に
行
っ
て
い
る
。
四
町
内
祭
り
で
担
ぐ
神
輿
を
、
南
・
下
宿
・

新
田
の
三
地
区
の
代
表
者
が
く
じ
引
き
（
抽
選
）
を
し
て
決
定
す
る
。
く
じ
引
き
の
後

四町内祭り（祭典）

20



は
、
各
地
区
の
神
社
総
代
や
役
員
が
神
輿
を
清
掃
し
、
飾
り
付
け
を
す
る
。
全
て
の
神

輿
飾
り
が
終
わ
る
と
、
神
輿
を
神
楽
殿
に
納
め
る
。

　

四
町
内
祭
り
当
日
は
、平
方
四
地
区
の
氏
子
総
代
や
若
い
衆
が
八
枝
神
社
に
集
ま
り
、

祭
典
料
を
納
め
る
。
そ
の
後
、
神
輿
が
納
め
さ
れ
た
神
楽
殿
の
前
で
祭
典
が
執
り
行
わ

れ
、
南
・
下
宿
・
新
田
に
神
輿
の
渡
御
と
な
る
。

　

（
南
地
区
）

　

午
前
中
に
八
枝
神
社
か
ら
借
り
た
神
輿
を
平
方
南
集
落
セ
ン
タ
ー
に
安
置
し
、
午
後

に
天
王
講
・
直
会
と
な
る
。
直
会
の
後
、
神
輿
を
八
枝
神
社
に
返
す
。

　

（
下
宿
地
区
）

　

八
枝
神
社
か
ら
下
宿
公
民
館
へ
の
途
中
、
上
宿
地
区
と
の
境
で
あ
る
橘
神
社
付
近
か

ら
囃
子
連
の
屋
台
が
同
行
し
、
囃
子
を
演
奏
す
る
。
下
宿
公
民
館
に
神
輿
を
安
置
す
る

と
、囃
子
屋
台
が
地
区
内
を
巡
行
す
る
。囃
子
屋
台
が
公
民
館
に
戻
る
と
、直
会
と
な
る
。

そ
の
後
、
神
輿
を
八
枝
神
社
に
返
す
。
な
お
、
囃
子
の
曲
目
は
「
カ
マ
ク
ラ
（
鎌
倉
）」

「
コ
モ
リ
ウ
タ
（
子
守
唄
）」「
シ
ョ
ウ
デ
ン
（
昇
殿
）」「
ヤ
タ
イ
（
屋
台
）」な
ど
が
あ
る
。

　

（
新
田
地
区
）

　

八
枝
神
社
か
ら
借
り
た
神
輿
を
平
方
新
田
集
落
セ
ン
タ
ー
に
安
置
す
る
。
移
動
の
途

四町内祭り（下宿） 四町内祭り（南）
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中
、
囃
子
連
が
タ
カ
ア
シ
で
囃
子
を
演
奏
し
な
が
ら
進
む
。
タ
カ
ア
シ
は
、
上
宿
の
タ

カ
ウ
マ
に
よ
く
似
て
い
て
、
移
動
し
な
が
ら
囃
子
の
演
奏
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
囃
子
連
は
神
輿
を
集
落
セ
ン
タ
ー
に
安
置
し
た
後
、
ト
ラ
ッ
ク
に
タ
カ
ア
シ
を
載

せ
、
地
区
内
を
演
奏
し
な
が
ら
回
る
。
囃
子
連
が
戻
る
と
天
王
様
・
直
会
と
な
る
。
そ

の
後
、
神
輿
を
八
枝
神
社
に
返
す
。
な
お
、
囃
子
の
曲
目
は
、「
ヤ
タ
イ
（
屋
台
）」「
ニ

ン
バ
（
ひ
ょ
っ
と
こ
）」「
カ
ゾ
エ
ウ
タ
（
数
え
歌
）」「
カ
マ
ク
ラ
（
鎌
倉
）」な
ど
が
あ
り
、

特
に
決
ま
り
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

（
10
）
前
夜
祭

　

前
夜
祭
は
、
囃
子
連
を
中
心
に
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
前
日
の
夜
に
開
催
さ
れ
る
。
ど

ろ
い
ん
き
ょ
の
中
心
的
な
役
割
で
あ
る
若
衆
頭
や
当
番
、
区
役
員
な
ど
も
参
加
し
、
飲

食
が
振
る
舞
わ
れ
、
囃
子
連
に
よ
る
お
囃
子
の
演
奏
が
行
わ
れ
る
。
囃
子
の
曲
目
は
、

特
に
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
演
奏
し
た
い
も
の
を
行
う
。

　

ま
た
同
じ
日
に
、
八
枝
神
社
の
境
内
で
は
、
子
ど
も
の
会
主
催
の
飲
食
会
が
開
催
さ

れ
て
い
る
。

四町内祭り（新田）
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第
四
章　

当
日　

ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
実
際

（
１
）
朝
っ
ぱ
や
し

　

祭
り
当
日
の
午
前
六
時
、
囃
子
連
が
八
枝
神
社
に
集
ま
り
、
祭
り
本
部
で
朝
っ
ぱ
や

し
を
演
奏
す
る
。宮
司
の
太
鼓
と
花
火
の
音
を
合
図
に
お
囃
子
の
演
奏
が
開
始
さ
れ
る
。

な
お
、
囃
子
は
「
ヤ
タ
イ
（
屋
台
）」
が
演
奏
さ
れ
る
。

（
２
）
当
日
準
備

　

（
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う
）

　

祭
り
の
当
日
に
は
、
各
家
で
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
て
食
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

作
っ
た
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う
は
、
神
仏
に
供
え
、
残
り
は
近
所
の
人
々
に
配
る
。

　

（
神
酒
所
）

　

神
酒
所
と
は
、
神
輿
の
渡
御
の
途
中
に
立
ち
寄
り
、
休
憩
を
す
る
場
で
あ
り
、
班
単

位
に
設
置
さ
れ
る
。
こ
の
神
酒
所
の
中
で
、実
施
可
能
な
場
所
を
選
び
、ど
ろ
い
ん
き
ょ

が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

朝
か
ら
各
班
の
有
志
が
そ
れ
ぞ
れ
神
酒
所
の
設
営
を
行
う
。始
め
に
注
連
縄
を
な
い
、

小麦まんじゅう 朝っぱやし
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次
に
神
酒
所
の
入
り
口
に
二
本
竹
を
立
て
、そ
の
間
に
注
連
縄
を
張
る
。ど
ろ
い
ん
き
ょ

が
行
わ
れ
る
神
酒
所
で
は
、
水
を
撒
い
て
会
場
を
整
備
し
、
撒
く
た
め
の
水
を
大
き
な

桶
や
ド
ラ
ム
缶
に
貯
め
る
。
ま
た
、
神
輿
や
隠
居
神
輿
を
置
く
た
め
の
台
と
し
て
、
臼

を
用
意
す
る
。
現
在
で
は
木
枠
や
ビ
ー
ル
ケ
ー
ス
な
ど
を
使
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
神

酒
所
の
設
営
と
同
時
に
、
朝
か
ら
各
班
の
女
性
有
志
が
中
心
と
な
り
、
神
酒
所
で
振
る

舞
う
接
待
料
理
の
準
備
を
す
る
。

　

（
隠
居
神
輿
）

　

当
番
が
中
心
に
な
り
、
隠
居
神
輿
の
飾
り
付
け
を
す
る
。
縛
っ
た
縄
と
神
輿
の
隙
間

に
榊
を
挿
し
込
ん
で
飾
り
付
け
、
御
神
体
と
な
る
御
幣
を
ヤ
カ
タ
に
納
め
る
。
ま
た
、

こ
の
時
に
大
神
輿
の
御
幣
も
納
め
る
。

　

（
囃
子
連
屋
台
準
備
）

　

囃
子
連
が
準
備
し
て
お
い
た
屋
台
を
、
提
灯
付
け
や
幕
を
張
る
な
ど
を
し
て
飾
り
付

け
る
。
飾
り
付
け
た
後
は
、
通
り
ま
で
運
び
、
準
備
を
終
え
る
。
ま
た
、
囃
子
連
は
上

宿
公
民
館
で
タ
カ
ウ
マ
を
組
み
立
て
る
。

　

（
本
部
接
待
・
祭
典
準
備
）

　

祭
り
当
日
の
午
前
九
時
、
実
行
委
員
会
の
本
部
接
待
担
当
者
が
、
本
部
に
て
祭
り
の

榊が付いた隠居神輿 神酒所の接待料理
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受
付
を
開
始
す
る
。
ま
た
、
神
楽
殿
前
で
は
、
お
山
出
し
の
祭
典
へ
向
け
て
幣
束
（
大

幣
）、
神
饌
が
供
え
ら
れ
る
。

　

（
タ
カ
ウ
マ
で
の
お
囃
子
）

　

囃
子
連
は
、
お
山
出
し
の
前
ま
で
に
、
タ
カ
ウ
マ
で
囃
子
を
演
奏
し
な
が
ら
、
上
宿

公
民
館
か
ら
八
枝
神
社
の
境
内
に
移
動
す
る
。
お
山
出
し
が
始
ま
る
と
と
も
に
囃
子
を

再
開
し
、
隠
居
神
輿
の
後
を
演
奏
し
な
が
ら
追
う
。
な
お
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
し
て
い

る
間
は
、
囃
子
の
演
奏
が
続
け
ら
れ
る
。

（
３
）
当
番
の
お
祓
い

　

祭
り
当
日
の
午
前
、
八
枝
神
社
で
お
祓
い
を
受
け
た
新
・
旧
の
当
番
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
人
ず
つ
組
ん
で
、
二
手
に
分
か
れ
て
上
宿
地
区
内
の
各
戸
を
お
祓
い
し
て
回
る
。
一

人
が
幣
束
（
大
幣
）、
も
う
一
人
が
賽
銭
箱
を
持
つ
。
各
戸
の
玄
関
先
で
は
、
半
紙
に

包
ん
だ
オ
ヒ
ネ
リ
（
賽
銭
）
を
も
ら
い
、
お
札
を
渡
し
、
お
祓
い
を
す
る
。
ま
た
、
家

に
よ
っ
て
は
お
守
り
と
し
て
、
幣
の
一
部
を
ち
ぎ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る
。

　

か
つ
て
は
、八
枝
神
社
の
お
獅
子
様
を
借
り
て
一
緒
に
回
っ
て
い
た
が
、現
在
は
回
っ

て
い
な
い
。

当番によるお祓いオヒネリ
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（
４
）
祭
典
・
お
山
出
し

　

神
輿
や
隠
居
神
輿
を
八
枝
神
社
の
お
仮
屋
（
神
楽
殿
）
か
ら
担
ぎ
出
す
こ
と
を
「
お

山
出
し
」
と
い
い
、
こ
の
時
祭
典
が
行
わ
れ
る
。
お
山
出
し
の
祭
典
を
前
に
、
若
衆
頭

よ
り
挨
拶
と
新
担
ぎ
手
の
紹
介
、
提
灯
の
配
布
、
注
意
事
項
の
説
明
が
行
わ
れ
、
お
浄

め
の
御
神
酒
を
い
た
だ
く
。
そ
の
後
、
関
係
者
及
び
来
賓
は
神
楽
殿
前
に
整
列
し
、
お

山
出
し
の
祭
典
と
な
る
。
お
山
出
し
の
祭
典
が
終
了
し
、
挨
拶
や
来
賓
紹
介
の
後
に
、

花
火
と
若
衆
頭
の
合
図
で
お
山
出
し
と
な
り
、
同
時
に
囃
子
連
の
演
奏
が
始
ま
る
。
神

輿
と
隠
居
神
輿
は
境
内
を
揉も

ん
で
歩
き
、
当
番
は
幣
束
（
大
幣
）
を
持
ち
神
輿
を
先
導

す
る
。
神
輿
、
隠
居
神
輿
、
囃
子
連
の
タ
カ
ウ
マ
の
順
に
鳥
居
を
出
て
、
渡
御
が
始
ま

る
。
な
お
、
お
山
出
し
の
際
の
囃
子
の
曲
目
は
「
ヤ
タ
イ
（
屋
台
）」
で
、
移
動
中
の

囃
子
は
「
ニ
ン
バ
（
ひ
ょ
っ
と
こ
）」
や
「
カ
マ
ク
ラ
（
鎌
倉
）」
な
ど
が
演
奏
さ
れ
る
。

　

渡
御
の
途
中
、
基
本
的
に
は
神
酒
所
以
外
の
家
に
立
ち
寄
る
こ
と
は
な
い
が
、
例
外

的
に
ど
ろ
い
ん
き
ょ
に
貢
献
の
あ
っ
た
故
人
の
家
に
立
ち
寄
る
こ
と
が
あ
る
。

（
５
）
神
輿
の
渡
御
と
ど
ろ
い
ん
き
ょ

　

渡
御
が
行
わ
れ
て
い
る
神
酒
所
に
は
、
お
山
出
し
か
ら
四
班
→
五
班
→
六
班
→
七
班

境内を揉む隠居神輿 神輿にとびかかる若い衆
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→
八
班
→
十
班
→
一
班
→
二
班
→
流
し
踊
り
・
山
車
の
引
廻
し
→
二
班
→
三
班
→
お
山

納
め
の
順
に
進
み
、
こ
の
う
ち
四
班
、
五
班
、
八
班
、
一
班
、
二
班
の
神
酒
所
で
ど
ろ

い
ん
き
ょ
が
行
わ
れ
る
。

　

お
山
出
し
の
祭
典
を
終
え
、神
社
を
出
た
一
行
は
、神
輿
、隠
居
神
輿
、タ
カ
ウ
マ
の
順
に
神

酒
所
に
到
着
す
る
。
神
輿
・
隠
居
神
輿
を
台
の
上
に
安
置
し
、御
神
酒
を
供
え
る
。
タ
カ
ウ

マ
ま
で
が
神
酒
所
に
揃
う
と
手
締
め
を
し
て
休
憩
と
な
り
、接
待
料
理
が
振
る
舞
わ
れ
る
。

神輿の渡御

隠居神輿の渡御

タカウマでの囃子
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ど
ろ
い
ん
き
ょ
が
始
ま
る
時
は
、
若
い
衆
が
隠
居
神
輿
の
周
り
に
集
ま
り
、
囃
子
連

の
演
奏
が
始
ま
る
。
当
番
が
供
え
ら
れ
た
御
神
酒
を
隠
居
神
輿
の
エ
ボ
シ
に
か
け
、
続

け
て
同
じ
部
分
に
参
加
者
の
一
人
が
水
を
か
け
る
の
を
合
図
に
、
隠
居
神
輿
を
台
か
ら

転
げ
落
と
し
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
が
始
ま
る
。

　

ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
最
中
は
当
番
や
若
衆
頭
、
行
事
か
ら
転
が
し
方
の
指
示
が
あ
り
、

周
囲
の
人
が
水
を
か
け
る
。
ま
た
、
囃
子
は
「
ヤ
タ
イ
（
屋
台
）」
が
演
奏
さ
れ
る
。

臼の上に安置された隠居神輿

供えられた御神酒

御神酒をかける
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ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
転
が
し
方
に
は
、
天
地
を
逆
さ
ま
に
し
て
、
ヤ
カ
タ
の
部
分
を
地

面
に
置
い
て
中
心
に
し
、ト
ン
ボ
を
押
し
合
う
よ
う
に
し
て
回
転
さ
せ
る
「
キ
リ
モ
ミ
」

や
、
ト
ン
ボ
を
地
面
と
垂
直
に
立
て
て
倒
す
「
ト
ン
ボ
ガ
エ
シ
」
や
「
タ
テ
ガ
エ
シ
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
ト
ン
ボ
ガ
エ
シ
で
は
、
立
て
て
倒
れ
る
瞬
間
に

ト
ン
ボ
の
間
を
く
ぐ
る
こ
と
も
あ
る
。

どろいんきょ風景

キリモミ

トンボガエシ（タテガエシ）
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ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
終
え
る
時
は
、
当
番
や
若
衆
頭
か
ら
指
示
を
出
し
、
ま
ず
神
輿
が

神
酒
所
を
出
発
す
る
。
次
に
、
同
様
に
当
番
や
若
衆
頭
か
ら
の
指
示
で
ど
ろ
い
ん
き
ょ

が
終
了
す
る
。
以
前
は
囃
子
が
「
ニ
ン
バ
（
ひ
ょ
っ
と
こ
）」
に
変
わ
る
こ
と
も
、
ど

ろ
い
ん
き
ょ
終
了
の
合
図
で
あ
っ
た
。
現
在
は
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
終
了
と
と
も
に
、
囃

子
の
演
奏
も
終
了
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
神
輿
を
追
っ
て
、
隠
居
神
輿
、

タ
カ
ウ
マ
と
続
き
、
次
の
神
酒
所
へ
向
か
う
。

　

（
ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
行
わ
な
い
神
酒
所
）

　

ど
ろ
い
ん
き
ょ
を
行
わ
な
い
神
酒
所
で
は
、
当
番
の
合
図
に
従
っ
て
、
ま
ず
神
輿
が

神
酒
所
を
出
発
し
、そ
の
後
に
隠
居
神
輿
、タ
カ
ウ
マ
と
続
き
、次
の
神
酒
所
に
向
か
う
。
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八
枝
神
社

橘神社

現在の神輿渡御の経路と神酒所（平成26年）
●…どろいんきょを行う神酒所　　　　
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〈
伊
勢
音
頭
（
お
ば
ば
の
歌
）〉

　
・
お
ば
ば
な
ー
　
は
は
よ
お
い

　
　
ど
こ
へ
き
ゃ
ろ
い
　
三
升
樽
下
げ
て
よ
（
ア
ラ
ヨ
イ
ト
コ
シ
ョ
）

　
　
嫁
の
在
所
へ
　
や
ん
で
な
ー
　
孫
だ
き
に
よ

　
　
ア
リ
ャ
　
ソ
ウ
ト
モ
　
ヤ
レ
ト
コ
セ
イ
ー
　
ヨ
イ
ヤ
ナ
ー

　
　
ア
リ
ャ
リ
ャ
　
ア
リ
ャ
コ
レ
ワ
イ
セ
ー
ノ
　
コ
ノ
ナ
ン
デ
モ
セ
ー

　
・
伊
勢
は
な
ー
　
は
は
よ
お
い

　
　
津
で
え
も
お
つ
ー
　
津
は
伊
勢
で
ー
え
も
つ
よ
（
ア
ラ
ヨ
イ
ト
コ
シ
ョ
）

　
　
尾
張
名
古
屋
は
　
や
ん
で
な
ー
　
城
で
も
つ
よ

　
　
ア
リ
ャ
　
ソ
ウ
ト
モ
　
ヤ
レ
ト
コ
セ
イ
ー
　
ヨ
イ
ヤ
ナ
ー

　
　
ア
リ
ャ
リ
ャ
　
ア
リ
ャ
コ
レ
ワ
イ
セ
ー
ノ
　
コ
ノ
ナ
ン
デ
モ
セ
ー

　
・
目
出
た
あ
な
ー
　
は
は
よ
お
い

　
　
目
出
た
が
ー
　
三
っ
重
な
れ
ば
よ
（
ア
ラ
ヨ
イ
ト
コ
シ
ョ
）

　
　
下
の
目
出
た
が
　
や
ん
で
な
ー
　
重
た
か
ろ
よ

　
　
ア
リ
ャ
　
ソ
ウ
ト
モ
　
ヤ
レ
ト
コ
セ
イ
ー
　
ヨ
イ
ヤ
ナ
ー

　
　
ア
リ
ャ
リ
ャ
　
ア
リ
ャ
コ
レ
ワ
イ
セ
ー
ノ
　
コ
ノ
ナ
ン
デ
モ
セ
ー

　

（
お
ば
ば
）

　

神
酒
所
と
神
酒
所
の
間
を
、
神

輿
が
渡
御
し
て
い
る
時
、
囃
子
連

の
「
カ
マ
ク
ラ
（
鎌
倉
）」や
「
ニ

ン
バ
（
ひ
ょ
っ
と
こ
）」
の
演
奏

に
合
わ
せ
て
担
ぎ
手
が
「
お
ば
ば
」

と
呼
ば
れ
る
伊
勢
音
頭
を
歌
う
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
は
伊
勢
音
頭
の

歌
い
始
め
が
「
お
ば
ば
な
ー
」
で

始
ま
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
お
ば

ば
の
歌
詞
に
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
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・
娘
な
ー
　
は
は
よ
お
い

　
　
十
七
、
は
ち
ゃ
ー
　
さ
せ
ご
ろ
し
ご
ろ
よ
（
ア
ラ
ヨ
イ
ト
コ
シ
ョ
）

　
　
親
も
さ
せ
た
が
る
　
や
ん
で
な
ー
　
針
仕
事
よ

　
　
ア
リ
ャ
　
ソ
ウ
ト
モ
　
ヤ
レ
ト
コ
セ
イ
ー
　
ヨ
イ
ヤ
ナ
ー

　
　
ア
リ
ャ
リ
ャ
　
ア
リ
ャ
コ
レ
ワ
イ
セ
ー
ノ
　
コ
ノ
ナ
ン
デ
モ
セ
ー

　
・
ほ
れ
た
あ
な
ー
　
は
は
よ
お
い

　
　
ほ
れ
た
あ
よ
ー
　
川
端
柳
は
（
ア
ラ
ヨ
イ
ト
コ
シ
ョ
）

　
　
水
の
流
れ
で
　
や
ん
で
な
ー
　
根
が
掘
れ
た
よ

　
　
ア
リ
ャ
　
ソ
ウ
ト
モ
　
ヤ
レ
ト
コ
セ
イ
ー
　
ヨ
イ
ヤ
ナ
ー

　
　
ア
リ
ャ
リ
ャ
　
ア
リ
ャ
コ
レ
ワ
イ
セ
ー
ノ
　
コ
ノ
ナ
ン
デ
モ
セ
ー

　
・
い
や
だ
な
ー
　
は
は
よ
お
い

　
　
い
や
だ
と
を
ー
　
畠
の
芋
は
よ
（
ア
ラ
ヨ
イ
ト
コ
シ
ョ
）

　
　
か
ぶ
り
ふ
り
ふ
り
　
や
ん
で
な
ー
　
子
が
あ
ー
で
き
た
よ

　
　
ア
リ
ャ
　
ソ
ウ
ト
モ
　
ヤ
レ
ト
コ
セ
イ
ー
　
ヨ
イ
ヤ
ナ
ー

　
　
ア
リ
ャ
リ
ャ
　
ア
リ
ャ
コ
レ
ワ
イ
セ
ー
ノ
　
コ
ノ
ナ
ン
デ
モ
セ
ー

当番を先頭におばばを歌う

33

平方上宿の祇園祭　どろいんきょ



（
６
）
ひ
ょ
っ
と
こ
踊
り
と
川
入
り

　

二
回
目
の
五
班
神
酒
所
で
は
、
余
興
と
し
て
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
最
中
に
、
垂
直
に

立
て
た
隠
居
神
輿
の
ヤ
カ
タ
の
上
に
置
い
た
板
の
上
で
、
ひ
ょ
っ
と
こ
踊
り
が
行
わ
れ

る
。
な
お
、
十
班
の
神
酒
所
で
も
ひ
ょ
っ
と
こ
踊
り
が
披
露
さ
れ
る
。
囃
子
は
「
ニ
ン

バ
（
ひ
ょ
っ
と
こ
）」
が
演
奏
さ
れ
、
下
宿
の
囃
子
連
が
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
途
中
に
、
荒
川
へ
の
川
入
り
が
あ
る
。
本
来
の
祭
り
の
行

事
で
は
な
い
が
、
復
活
以
降
の
恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
五
班
で
行
わ
れ
る
二
回
目

の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
最
中
、
隠
居
神
輿
を
逆
さ
ま
に
し
て
担
ぎ
、
神
酒
所
を
出
て
、
川

岸
に
向
か
う
。
隠
居
神
輿
を
荒
川
に
投
げ
入
れ
、
若
い
衆
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
川
に

飛
び
込
む
。
少
し
下
流
に
流
さ
れ
て
か
ら
岸
に
上
が
り
、
ま
た
逆
さ
ま
に
隠
居
神
輿
を

担
い
で
神
酒
所
に
戻
る
と
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
が
再
開
さ
れ
る
。
神
輿
と
隠
居
神
輿
は
、

進
ん
だ
道
を
戻
ら
な
い
こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
、隠
居
神
輿
を
逆
さ
ま
に
担
ぐ
こ
と
で
、

本
来
の
巡
行
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
一
度
進
ん
だ
道
を
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひょっとこ踊り荒川に入る隠居神輿
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（
７
）
山
車

　

二
班
の
神
酒
所
で
は
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
途
中
、
山
車
の
引
廻
し
が
あ
る
。
川
に
入

る
際
と
同
様
に
、
隠
居
神
輿
を
逆
さ
ま
に
し
て
担
ぎ
出
し
、
旧
開
平
橋
付
近
ま
で
運
ぶ
。

模
様
替
え
が
行
わ
れ
て
山
車
に
な
っ
た
隠
居
神
輿
に
は
、
芝
居
の
主
人
公
に
ふ
ん
し
た

若
い
衆
が
乗
り
、
そ
の
山
車
に
縄
を
付
け
て
引
く
。
こ
の
際
、
若
い
衆
に
混
じ
り
見
学

者
も
一
緒
に
な
っ
て
引
い
て
い
く
。
こ
の
時
、
囃
子
連
は
囃
子
屋
台
で
囃
子
を
演
奏
す

る
。
囃
子
は
「
ニ
ン
バ
（
ひ
ょ
っ
と
こ
）」
や
「
カ
マ
ク
ラ
（
鎌
倉
）」
が
演
奏
さ
れ
る
。

囃
子
屋
台
で
は
、
子
ど
も
囃
子
が
演
奏
に
参
加
す
る
た
め
「
ヤ
タ
イ
（
屋
台
）」
は
演

奏
さ
れ
な
い
。
八
枝
神
社
の
前
ま
で
来
る
と
、
山
車
を
鳥
居
に
向
か
せ
て
、
手
締
め
を

す
る
。
か
つ
て
は
、
一
班
の
神
酒
所
の
時
に
山
車
の
引
廻
し
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
一

班
の
神
酒
所
ま
で
戻
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
橘
神
社
の
前
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
橘

神
社
ま
で
引
い
た
ら
、
隠
居
神
輿
を
元
の
姿
に
戻
す
。
再
び
逆
さ
ま
に
し
て
担
ぎ
出
し

て
二
班
の
神
酒
所
に
戻
り
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
の
再
開
と
な
る
。
こ
れ
も
川
に
入
る
際
と

同
様
に
、
本
来
の
巡
行
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
一
度
進
ん
だ
道
を
戻
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
山
車
の
引
廻
し
の
前
に
は
、
上
宿
地
区
の
女
性
た
ち
が
中
心
と
な
っ
た

流
し
踊
り
が
行
わ
れ
る
。

山車に乗った役者囃子屋台
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（
８
）
お
山
納
め

　

神
輿
や
隠
居
神
輿
が
渡
御
を
終
え
、
八
枝
神
社
に
帰
り
、
お
仮
屋
（
神
楽
殿
）
に
戻

る
こ
と
を
「
お
山
納
め
」
と
い
う
。
最
後
の
神
酒
所
を
出
る
と
、
一
行
は
八
枝
神
社
に

向
か
う
。
神
輿
や
隠
居
神
輿
は
お
山
出
し
の
際
、
境
内
か
ら
出
る
前
に
揉も

ん
で
、
な
か

な
か
鳥
居
の
外
に
出
な
い
が
、
お
山
納
め
の
時
は
、
な
か
な
か
境
内
に
入
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
神
輿
、
隠
居
神
輿
の
順
に
鳥
居
を
く
ぐ
り
境
内
に
入
る
。
ま
ず
神
楽
殿
に
神

輿
が
納
め
ら
れ
、
次
に
隠
居
神
輿
が
納
め
ら
れ
る
。
な
お
、
お
山
納
め
の
際
の
囃
子
は

「
ヤ
タ
イ
（
屋
台
）」
で
あ
る
。
当
番
が
持
っ
て
い
た
幣
束
（
大
幣
）
は
、
神
輿
・
隠
居

神
輿
の
そ
れ
ぞ
れ
に
立
て
掛
け
ら
れ
る
。
参
加
者
等
一
同
は
、
神
楽
殿
前
に
集
合
し
、

神
社
総
代
の
挨
拶
、
若
集
頭
の
挨
拶
の
後
に
手
締
め
を
し
て
、
祭
り
は
終
了
す
る
。

神輿が神社に戻る隠居神輿が神楽殿に戻る
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第
五
章　

翌
日　

後
片
付
け

（
１
）
後
片
付
け

　

祭
り
翌
日
の
朝
に
、
区
長
や
若
衆
頭
な
ど
の
実
行
委
員
会
を
中
心
に
町
内
の
有
志
が

集
ま
り
、
祭
り
の
後
片
付
け
を
す
る
。
祭
り
本
部
や
接
待
小
屋
を
解
体
し
、
お
仮
屋
と

し
て
使
用
さ
れ
た
神
楽
殿
な
ど
の
片
付
け
・
清
掃
を
す
る
。
ま
た
、
町
内
に
張
り
巡
ら

さ
れ
た
提
灯
・
電
線
を
回
収
し
、
神
酒
所
を
元
の
状
態
に
戻
す
。

本部片付け

提灯片付け

隠居神輿を水洗いする

37

平方上宿の祇園祭　どろいんきょ



（
２
）
神
輿
洗
い
と
結
び
目

　

後
片
付
け
と
同
じ
日
に
、隠
居
神
輿
を
主
に
神
輿
縛
り
を
行
っ
た
人
た
ち
で
解
体
し
て
、

洗
う
。
か
つ
て
は
荒
川
の
河
原
で
洗
っ
た
の
で
、こ
の
行
事
の
こ
と
を
「
神
輿
洗
い
」と

呼
ん
で
い
た
。
ヤ
カ
タ
と
ト
ン
ボ
を
つ
な
い
で
い
る
縄
を
、
結
び
目
が
残
る
よ
う
に
し

て
切
る
。切
っ
た
結
び
目
は
家
の
入
口
に
付
け
て
お
く
と
魔
よ
け
の
効
果
が
あ
る
と
い
う
。

四
つ
の
う
ち
二
つ
は
当
番
に
、
も
う
二
つ
は
神
輿
縛
り
を
す
る
人
の
裁
量
で
希
望
者
に

渡
し
て
い
る
。
御
幣
は
拝
殿
に
納
め
、
隠
居
神
輿
は
解
体
し
な
が
ら
水
洗
い
を
す
る
。

結び目を切る

結び目を手渡す

結び目を玄関に飾る
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（
３
）
反
省
会

　

祭
り
の
後
片
付
け
が
終
わ
る
と
、
以
前
は
南
、
上
宿
、
下
宿
、
新
田
が
地
区
ご
と
に

天
王
講
を
開
い
て
い
た
が
、
現
在
上
宿
で
は
天
王
講
は
開
か
ず
、
八
月
に
反
省
会
を
開

い
て
い
る
。
若
衆
頭
か
ら
の
会
計
報
告
や
意
見
交
換
を
行
い
、
次
年
度
以
降
の
夏
祭
り

に
備
え
る
。
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